
新旧対照表

（新）

第１条～第 16 条 （略）

附則

１ この要綱は、令和３年７月 30日から施行する。

２ この要綱は、令和 13 年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱の規定により交付された補助金については、第 13 条及び第 16 条の規

定は、同日以降もなおその効力を有する。

３ 第 12 条の規定により繰越承認を受けた事業については、前項の規定にか

かわらず、令和 13 年５月 31 日以降当該事業の実績報告書が提出されるま

での間、なおその効力を有する。

附則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

（旧）

第１条～第 16 条 （略）

附則

１ この要綱は、令和３年７月 30日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱の規定により交付された補助金については、第 13 条及び第 16 条の規定

は、同日以降もなおその効力を有する。

３ 第 12 条の規定により繰越承認を受けた事業については、前項の規定にか

かわらず、令和８年５月 31 日以降当該事業の実績報告書が提出されるまで

の間、なおその効力を有する。



別表第１（第 3条関係）

（新）

別表第２、別記様式 （略）

（旧）

別表第２、別記様式 （略）

実施区域 補助対象経費 補助率

１ 本事業の実施区域は、農業振興地域の整備に関する

法律(昭和 44年法律第58号)第８条第２項第１号に規定

する農用地区域内の区域とする。

ただし、農用地区域及び農用地区域以外の区域との一

体的な換地により土地利用の秩序化を行い、当該農用地

区域以外の区域において公共用地の創設を行う場合等、

農用地区域以外の区域を事業実施区域とする必要があ

る場合には、必要な限度において、当該区域を事業の実

施区域とすることができる。

２ 経営体育成基盤整備事業において、区画整理を実

施する予定地

３ 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65 号）

第19 条に規定する地域計画を策定した区域

下記の調査、計画策定等に必要であ

ると認められる経費

１) 権利者調査（土地所有者、相

続者等を含む。）

２) アンケート調査

３) 公図連続図作成

４) 計画構想図作成

５) 営農構想図作成

６) 概算事業費算出

７) 啓発普及資料作成

８) 実施計画策定の前に必要な

情報収集や計画作成

９) その他ほ場整備事業の計画

策定に必要な業務

調査、計画策定等に必要な

経費の２分の１以内とし、

1,000 円未満は切り捨てとす

る。

ただし、補助上限を 500 万

円とする。

実施区域 補助対象経費 補助率

１ 本事業の実施区域は、農業振興地域の整備に関する

法律(昭和 44年法律第58号)第８条第２項第１号に規定

する農用地区域内の区域とする。

ただし、農用地区域及び農用地区域以外の区域との一

体的な換地により土地利用の秩序化を行い、当該農用地

区域以外の区域において公共用地の創設を行う場合等、

農用地区域以外の区域を事業実施区域とする必要があ

る場合には、必要な限度において、当該区域を事業の実

施区域とすることができる。

２ 経営体育成基盤整備事業において、区画整理を実

施する予定地

下記の調査、計画策定等に必要であ

ると認められる経費

１０)権利者調査（土地所有者、相

続者等を含む。）

１１)アンケート調査

１２)公図連続図作成

１３)計画構想図作成

１４)営農構想図作成

１５)概算事業費算出

１６)啓発普及資料作成

１７)実施計画策定の前に必要な

情報収集や計画作成

１８)その他ほ場整備事業の計画

策定に必要な業務

調査、計画策定等に必要な

経費の２分の１以内とし、

1,000 円未満は切り捨てとす

る。

ただし、補助上限を 500 万

円とする。


